
保護者の皆様へ 

めぐみ幼保連携型認定こども園園長 

めぐみ第二幼保連携型認定こども園園長 

 

   

              

 
 

12月 20日（金）が 

   1月分の提出期限となっております。 

提出期限をすぎた場合は保育ができません

のでご了承ください。なお、こちらからの

お声掛けはいたしません。 

土曜日保育について 


